
会 議 録 

会議名称 第５期幸区区民会議 第１３回専門部会（自転車事故ゼロ部会） 

日 時 平成２７年１２月２１日（月）１８：３０〜１９：１０ 

会 場 幸区役所４階第４会議室 

出席者 ●区民会議委員（５０音順） 

 阿部法弘委員（部会長）、近藤多恵委員（副部会長）、飯島忠男委員、 

押山兼二委員、佐々木繁委員、原紀代子委員 

●事務局 

 幸区役所まちづくり推進部企画課 今村課長、佐藤係長、早川職員 

 幸区役所危機管理担当 宮舘課長 

（株）計画技術研究所 西原 

欠席者 大澤義和委員、西野恭一委員 

傍聴者 なし 

配布資料 ●議事次第 

●資料１ 自転車事故ゼロ部会からの提言（素案） 

●資料２ 第５期幸区区民会議（第５回）における部会報告内容について（案） 

●資料３ 第５期幸区区民会議フォーラム実施概要（案） 

●資料４ 「第５期幸区区民会議」スケジュール（案） 

●資料５ 「自転車事故ゼロ部会」調査審議スケジュール（案） 

議 題 ・「提言案」を基にした内容の検討 

・第５回幸区区民会議における部会報告内容の検討、報告者の決定 

・幸区区民会議フォーラムにおける各委員の役割の決定 

決定事項 １ 「提言案」を基にした内容の検討 

・「提言案」のとおりの内容で決定した。 

２ 第５回幸区区民会議における部会報告内容の検討、報告者の決定 

・報告内容の骨子は案の通りとし、報告者は近藤委員となった。 

３ 幸区区民会議フォーラムにおける各委員の役割の決定 

・報告者は阿部委員、各委員の役割は、今後、調整することとなった。 

会議の内容 

及び 

主な発言 

 

 

 

１ 提言策定に向けた内容の検討 

●資料１について事務局が説明した。 

・案の通りで良いと思う。 

・今後、提言内容について説明する場合には、「自転車ルールの順守」という言葉に

は、「交通規則」と「マナー」の意味が含まれており、両方ともしっかり守る必要

があるという言葉を添えると良いのではないか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第５期幸区区民会議（第５回）における部会報告内容の検討 

●資料２について事務局が説明した。 

⇒報告内容の骨子は案の通りとし、近藤委員が報告を行う。 

 

３ 第５期幸区区民会議フォーラム実施内容の検討 

●資料３について事務局が説明した。 

《各委員の役割について》 

⇒報告者は阿部委員とする。 

⇒「市民活動交流イベント」に、他の団体から出展する委員もいるので、それら

の状況を踏まえ、事務局で役割分担を調整する。なお、佐々木委員はシール投

票、飯島委員からはシミュレーション機器を担当したいという希望があった。

《シール投票の内容について》 

・シール投票の内容の（ウ）「自転車通行環境の改善」「自転車利用者の意識改善」

等は、もう少し分かりやすい表現がよいのではないか。 

→シール投票は、案の中から項目を絞って行うこととしたい。 

 

４ 今後のスケジュールについて 

●資料４、５について事務局が説明した。 

⇒１月２５日（月）に第４回企画運営会議、２月３日（水）に平成 27 年度区民会議

交流会、２月５日（金）に第５回区民会議、２月２０日（土）に区民会議フォー

ラムを予定している。 

・委員は、報告書の取りまとめ作業に参加するのか。 

→事務局で作った案を送付し、それについて御意見をいただきたいと考えている。

 

以上

  


